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同一労働同一賃金とは、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の

不合理な待遇差の解消を目指すものです。（2021年4月1日より全面施行）



yamanashi@workstylereform.net

055-269-8129

〒400-0805 山梨県甲府市酒折1丁目1-11 日星ビル4階

0120-755-099

□同一労働同一賃金への対応

□基本給にかかる均等・均衡待遇

（職務分析・職務評価）

□長時間労働の是正

□時間外労働の上限規制の対応や36協定届の作り方

□生産性向上による賃金引上げ

□人手不足の解消に向けた雇用管理改善

□業務改善助成金等各種各種助成金の申請支援

□ハラスメント防止措置への対応

□年次有給休暇の取得促進

□育児介護休業法の改正への対応

□選択的週休3日制の導入

□勤務間インターバル制度の導入

□多様な正社員制度の導入

□その他

JR酒折駅から徒歩1分
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